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目

次

規

則

○
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

税

務

課)

…

�

○
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則

(

同

)

…

�

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

課)

…

�

○
道
路
の
供
用
の
開
始

(

同

)
…

�

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
承
認

(

港
湾
空
港
課)
…

�

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

(

建
築
住
宅
課)

…
��

出
先
機
関

○
青
森
県
営
農
大
学
校
の
短
期
研
修

(

営
農
大
学
校)

…
��

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数)
(

事

務

局)

…
��

規

則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例

(

平
成
二
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
と
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
号

青
森
県
核
燃
料
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質
等
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扱
税
条
例
施
行
規
則
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(

趣
旨)

第
一
条

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例(

平
成
二
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号
。

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四

年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

(

申
告
書
等
の
様
式)

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
同
条
第
三
項
の
修
正
申
告
書

第
一
号

様
式

二

核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
更
正

(
決
定)

書

第
二
号
様
式

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
二
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年３月26日 水曜日 第3822号�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

居
宅
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の
届

出
年
月
日

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉

法
人
生
活

・
文
化
研

究
所

三
戸
郡
五
戸

町
字
正
場
沢

長
根
八
の
一

訪
問
介

護

移
山
寮
訪

問
介
護
事

業
所

三
戸
郡
五
戸

町
字
正
場
沢

長
根
八
の
一

平
成

��
･

�･

�

平
成

��･

�･

��

有
限
会
社

ノ
ー
ス
ウ

ェ
ー
ブ

下
北
郡
東
通

村
大
字
白
糠

字
老
部
三
八

福
祉
用

具
貸
与

有
限
会
社

ノ
ー
ス
ウ

ェ
ー
ブ

下
北
郡
東
通

村
大
字
白
糠

字
老
部
三
八

��･

��･
�

��･

��･

�

公
益
社
団

法
人
地
域

医
療
振
興

協
会

東
京
都
千
代

田
区
平
河
町

二
丁
目
六
の

三

訪
問
介

護

公
益
社
団

法
人
地
域

医
療
振
興

協
会
東
通

村
保
健
福

祉
セ
ン
タ

ー

下
北
郡
東
通

村
大
字
砂
子

又
字
里
一
七

の
二

��･

�･

��

��･

�･
��

社
会
福
祉

法
人
黒
石

市
社
会
福

祉
協
議
会

黒
石
市
境
松

一
丁
目
一
の

一

訪
問
看

護

さ
わ
や
か

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

黒
石
市
大
字

内
町
三
一
の

一
九

��･

�･

��

〃

社
会
福
祉

法
人
ぶ
さ

ん
会

八
戸
市
根
城

九
丁
目
一
八

の
二
三

訪
問
介

護

ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
セ
ン

タ
ー
柿
の

木
苑

八
戸
市
根
城

九
丁
目
一
八

の
二
三

��･

�･

�	

〃

株
式
会
社

さ
く
ら
居

宅
支
援
事

業
所

黒
石
市
追
子

野
木
一
丁
目

七
四
の
二

訪
問
介

護

株
式
会
社

さ
く
ら
居

宅
支
援
事

業
所

黒
石
市
追
子

野
木
一
丁
目

七
四
の
二

〃

〃

株
式
会
社

竹
内
調
剤

薬
局

東
京
都
文
京

区
本
郷
三
丁

目
二
五
の
一

三

居
宅
療

養
管
理

指
導

竹
内
調
剤

薬
局

十
和
田
市
西

十
二
番
町
一

一
の
一
六

��･

�･

��

��･

�･

��

社
会
福
祉

法
人
延
寿

福
祉
会

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
泊

字
川
原
七
五

の
九
七

訪
問
入

浴
介
護

老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

尚
祐
の
里

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
泊

字
川
原
一
三

九
五

��･

�･

�

��･

�･

��

外
ヶ
浜
町

東
津
軽
郡
外

ヶ
浜
町
字
蟹

田
高
銅
屋
四

四
の
二

訪
問
看

護

外
ヶ
浜
町

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

東
津
軽
郡
外

ヶ
浜
町
字
下

蟹
田
四
三
の

二

��･

�･

�	

��･

	･

�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃
止
の
届

出
年
月
日

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三

丁
目
一
の
一

ビ
リ
ー
ブ
八

戸
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

八
戸
市
類
家
四

丁
目
八
の
一

平
成

��

･

�･




平
成

��･

�･

��

株
式
会
社
さ

く
ら
居
宅
支

援
事
業
所

黒
石
市
追
子
野

木
一
丁
目
七
四

の
二

株
式
会
社
さ

く
ら
居
宅
支

援
事
業
所

黒
石
市
追
子
野

木
一
丁
目
七
四

の
二

��･

�･

�	

〃

公
益
財
団
法

人
シ
ル
バ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
協

会

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
四
四

四

ケ
ア
ポ
ー
ト

み
さ
わ
居
宅

介
護
支
援
事

業
所

三
沢
市
三
沢
字

園
沢
二
一
九
の

一
〇
四

��･

�･

��

〃
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青
森
県
告
示
第
二
百
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の
届

出
年
月
日

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉

法
人
生
活

・
文
化
研

究
所

三
戸
郡
五
戸

町
字
正
場
沢

長
根
八
の
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

移
山
寮
訪

問
介
護
事

業
所

三
戸
郡
五
戸

町
字
正
場
沢

長
根
八
の
一

平
成

��

･

�･

�

平
成

��･

�･

��

公
益
社
団

法
人
地
域

医
療
振
興

協
会

東
京
都
千
代

田
区
平
河
町

二
丁
目
六
の

三

介
護
予

防
訪
問

介
護

公
益
社
団

法
人
地
域

医
療
振
興

協
会
東
通

村
保
健
福

祉
セ
ン
タ

ー

下
北
郡
東
通

村
大
字
砂
子

又
字
里
一
七

の
二

��･

�･

��

〃

社
会
福
祉

法
人
黒
石

市
社
会
福

祉
協
議
会

黒
石
市
境
松

一
丁
目
一
の

一

介
護
予

防
訪
問

看
護

さ
わ
や
か

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

黒
石
市
大
字

内
町
三
一
の

一
九

��･

�･

��

〃

株
式
会
社

さ
く
ら
居

宅
支
援
事

業
所

黒
石
市
追
子

野
木
一
丁
目

七
四
の
二

介
護
予

防
訪
問

介
護

株
式
会
社

さ
く
ら
居

宅
支
援
事

業
所

黒
石
市
追
子

野
木
一
丁
目

七
四
の
二

��･

�･

��

〃

社
会
福
祉

法
人
ぶ
さ

ん
会

八
戸
市
根
城

九
丁
目
一
八

の
二
三

介
護
予

防
訪
問

介
護

ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
セ
ン

タ
ー
柿
の

木
苑

八
戸
市
根
城

九
丁
目
一
八

の
二
三

〃

〃

株
式
会
社

竹
内
調
剤

薬
局

東
京
都
文
京

区
本
郷
三
丁

目
二
五
の
一

三

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

竹
内
調
剤

薬
局

十
和
田
市
西

十
二
番
町
一

一
の
一
六

��･

�･

��

��･

�･

��

外
ヶ
浜
町

東
津
軽
郡
外

ヶ
浜
町
字
蟹

田
高
銅
屋
四

四
の
二

介
護
予

防
訪
問

看
護

外
ヶ
浜
町

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

東
津
軽
郡
外

ヶ
浜
町
字
下

蟹
田
四
三
の

二

��･

�･

��

��･

�･

�

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

国

道

道
路
の

種

類

長
坂
大
湊
線

二
七
九
号

路
線
名

む
つ
市
山
田
町
一
五
七
の
四
五
か
ら

む
つ
市
山
田
町
一
五
七
の
二
二
ま
で

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
四
の
八
か
ら

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
四
の
一
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

九
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
七
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
八
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
四
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
五
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
六
年
三
月
十
七
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

１

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
九
の
一
五

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

２

代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
長

小
池

剛

二

埋
立
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
六
番
二
、
四
〇
番
、
四
二
番
及
び
四
二
番
に
接
す
る
無
番
地

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
付
け
国
東
整
港

管
第
五
号
で
竣
功
通
知
し
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・

三
六
四
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

、
②
の
地
点
と
③
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
五
年
の
秋
分
の

満
潮
位

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
四
七
三
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
八
太
郎
地
区
２

青 森 県 報平成26年３月26日 水曜日 第3822号�

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
七
九

号

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
四
の
八
か
ら

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
四
の
一
一
ま
で

平
成
��･
�･
��

県
道
長
坂
大

湊
線

む
つ
市
山
田
町
一
五
七
の
四
五
か
ら

む
つ
市
山
田
町
一
五
七
の
二
二
ま
で

〃

国
道
三
三
八

号

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
垣
間
二
〇
の
一
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
垣
間
二
〇
の
一
ま
で

〃

県
道
持
子
沢

鶴
田
線

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
林
平
字
三
宅
一
五
の
一
か
ら

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関
字
柳
田
八
九
の
二
ま
で

〃

県
道
西
目
屋

二
ツ
井
線

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
四
一
の
六
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
一
四
九
ま
で

��･

�･

��

� �

４ ３

県

道

国

道

西
目
屋
二
ツ

井
線

三
三
八
号

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
四
一
の
六
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
一
四
九
ま
で

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
垣
間
二
〇
の
一
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
垣
間
二
〇
の
一
ま
で

後 後 前 後 前

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
二
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
三
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

五
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル



� �

号
ふ
頭
波
除
堤
と
の
境
界
線
、
③
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑥
の
地

点
と
⑦
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
三
年
二
月
六
日
付
け
運
輸
省
３
二
港
建
公
示
第
二
十
六
号
で
竣
功

通
知
し
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
に

よ
り
決
定)

、
⑦
の
地
点
と
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
年
十
二
月
十
九
日
付
け
青
森
県
告
示
第

七
百
七
十
三
号
で
竣
功
認
可
の
告
示
が
さ
れ
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・

Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

及
び
⑧
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十

三
年
二
月
十
三
日
付
け
青
森
県
告
示
第
七
十
四
号
で
竣
功
認
可
の
告
示
が
さ
れ
た
埋
立
地
の
陸

地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
三
六
四
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

基
点

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
二
番
六
の
国
土
地
理
院
河
原
木
二
等
三
角
点

(

北
緯

四
〇
度
三
二
分
三
〇
・
九
九
六
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
九
分
二
三
・
四
九
三
八
秒)

①
の
地
点

基
点
か
ら
五
〇
度
四
九
分
三
一
秒
一
、
七
〇
六
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
五
九
度
四
七
分
五
〇
秒
一
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

基
点
か
ら
五
二
度
一
三
分
二
九
秒
一
、
七
一
四
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
六
〇
度
〇
九
分
〇
四
秒
〇
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
〇
〇
分
〇
三
秒
二
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
〇
分
〇
二
秒
二
七
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
〇
八
分
五
一
秒
一
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
〇
八
分
五
六
秒
四
六
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
八
、
〇
三
四
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
六
番
二
、
三
六
番
一
八
、
三
六
番
一
九
、
四
〇
番
、
四
二
番

及
び
四
二
番
に
接
す
る
無
番
地
の
地
内
並
び
に
三
六
番
二
、
四
〇
番
、
四
二
番
及
び
四
二
番
に

接
す
る
無
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア○
の
地
点
と
カ○
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

基
点

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
二
番
六
の
国
土
地
理
院
河
原
木
二
等
三
角
点

(

北
緯

四
〇
度
三
二
分
三
〇
・
九
九
六
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
九
分
二
三
・
四
九
三
八
秒)

ア○
の
地
点

基
点
か
ら
四
八
度
一
四
分
五
八
秒
一
、
四
三
九
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ○
の
地
点

ア○
の
地
点
か
ら
六
〇
度
〇
〇
分
二
六
秒
四
三
九
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ○
の
地
点

イ○
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
一
〇
分
〇
三
秒
四
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ○
の
地
点

ウ○
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
二
七
分
五
五
秒
二
一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ○
の
地
点

エ○
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
五
六
分
一
五
秒
六
九
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ○
の
地
点

オ○
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
〇
分
〇
二
秒
二
六
五
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

九
四
、
二
三
九
・
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
事
業

(

五
・
五
・
二
号

こ
ど
も
の
国)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

青 森 県 報平成26年３月26日 水曜日 第3822号�

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

県
民
生
協
コ
ス
モ
ス
館

青
森
市
大
字
石
江
字
富
田
二
三
五
の

四
八

県
民
生
協
コ
ス
モ
ス
館

青
森
市
富
田
三
丁
目
一
六
の
八

平
成

��･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の

一理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��･
�･
�

(

住
所)

��･

�･
��

(

代
表
者

の
氏
名)

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

平
成

��･

�･

�

(

住
所)

一理
事
長

井
筒
智
義

代
表
理
事

平
野
了
三

��･

�･

��

(

代
表
者

の
氏
名)

株
式
会
社
蓬
田
グ
リ
ー
ン
開
発

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
二
の
二

代
表
取
締
役

下
山
嘉
正

株
式
会
社
蓬
田
グ
リ
ー
ン
開
発

青
森
市
大
字
新
田
字
忍
一
の
二

代
表
取
締
役

下
山
嘉
正

��･

�･

��

株
式
会
社
コ
ー
エ
イ

青
森
市
大
字
鶴
ヶ
坂
字
坂
田
四
八
の

一代
表
取
締
役

棟
方
光
栄

株
式
会
社
コ
ー
エ
イ

青
森
市
大
字
鶴
ヶ
坂
字
田
川
四
八
の

一代
表
取
締
役

棟
方
光
栄

��･

�･

��

下
山
輝
次

青
森
市
富
田
一
丁
目
五
の
一
五

株
式
会
社
シ
モ
ヤ
マ

青
森
市
富
田
三
丁
目
一
六
の
八

代
表
取
締
役

下
山
輝
次

��･

�･

�

谷
地
睦
洋

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
六
五
の

七
九

―

��･

�･

	�

釣
の
国

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

―

�
･

�･

��

宮
内
雄
一

青
森
市
浜
館
四
丁
目
一
の
五
八

変
更
無
し

株
式
会
社
ツ
ジ
薬
局

青
森
市
古
川
三
丁
目
二
の
一
八

代
表
取
締
役

辻
俊
朗

―

�
･

	･

��

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

変
更
無
し

株
式
会
社
セ
リ
ア

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八

代
表
取
締
役

河
合
宏
光

変
更
無
し

株
式
会
社
サ
ン
テ
ィ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

青
森
市
造
道
三
丁
目
一
の
二
六

代
表
取
締
役

高
田
典
宏

―

��･

�･

��

―

Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
ｓ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ

合
同
会
社

青
森
市
金
沢
五
丁
目
一
二
の
五

代
表
社
員

福
田
眞
琴

��･

�･

��

� �



� �

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

二
級
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

氏
名

北
田
義
治

二

登
録
番
号

第
六
〇
五
〇
号

三

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日

四

取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
四
年
九
月
三
日
に
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

長

根

誠

二

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修

青 森 県 報平成26年３月26日 水曜日 第3822号 ��

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

指
導
農
業
機

械
士
養
成
研

修

平
成
二
十
七
年
一
月

二
十
六
日
か
ら
同
月

三
十
日
ま
で

十
人

農
業
機
械
士
認
定
者

指
導
農
業
機
械

士
技
能
検
定
試

験
受
験
資
格
取

得

平
成
二
十
六
年
九
月

一
日
か
ら
同
月
五
日

ま
で

三
十
五
人

農
業
機
械
士

養
成
研
修

平
成
二
十
六
年
九
月

八
日
か
ら
同
月
十
二

日
ま
で

三
十
五
人

青
森
県
営
農
大
学
校

生

農
業
機
械
士
技

能
検
定
試
験
受

験
資
格
取
得

� �



� �

２

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
修

(

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ュ
ア
ル
教
育)

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

テ
キ
ス
ト
代
、
農
作
業
実
習
経
費

２

ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
用
す
る
研
修
の
受
講
者
は
、
研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

３

宿
泊
す
る
場
合
は
、
食
費
、
洗
濯
代
、
暖
房
費

(

十
一
月
か
ら
二
月
の
間)

、
諸
経
費

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

平
成
二
十
六
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び

三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第

五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
二
、
七
二
一

人
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平
成
二
十
六
年
十
二

月
一
日
か
ら
同
月
五

日
ま
で

二
十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

農
業
機
械
整

備
研
修

平
成
二
十
六
年
十
一

月
二
十
日

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
整
備
及
び

修
理

農
作
業
安
全

研
修

平
成
二
十
六
年
七
月

二
十
八
日
か
ら
同
年

八
月
一
日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
六
年
八
月

十
八
日
か
ら
同
月
二

十
二
日
ま
で

八
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

大
型
特
殊
自
動

車
免
許
又
は
け

ん
引
免
許

(

い

ず
れ
も
農
耕
車

限
定)

の
受
験

平
成
二
十
六
年
八
月

二
十
五
日
か
ら
同
月

二
十
九
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
六
年
九
月

二
十
九
日
か
ら
同
年

十
月
三
日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
六
年
十
月

二
十
七
日
か
ら
同
月

三
十
一
日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
六
年
十
一

月
十
日
か
ら
同
月
十

四
日
ま
で

十
二
人

特
別
研
修

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
の
長
と
協

議
の
上
、
そ
の
都
度

実
施
す
る
。

若
干
名

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
決
定
す
る
。

受
講
品
目

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

施
設
野
菜
、

施
設
花
き

平
成
二
十
六
年
五
月

か
ら
平
成
二
十
七
年

二
月
ま
で

(

土
日
、

五
人

Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー

ン
就
農
希
望
者
、
他

産
業
か
ら
の
新
規
参

祝
祭
日
を
除
く
。)

入
希
望
者
、
農
業
生

産
組
織
や
法
人
へ
の

就
業
希
望
者
又
は
就

農
希
望
の
定
年
退
職

者
等
で
、
研
修
終
了

後
は
確
実
に
県
内
に

就
農
が
見
込
ま
れ
る

者

� �



二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

二
四
二
、
〇
〇
四

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

東
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
四
五
一

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
〇
三
〇

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
六
九
七

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

八
、
〇
六
三

人

上
北
郡
選
挙
区

二
八
、
二
五
九

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
〇
、
七
六
七

人

青
森
市
選
挙
区

八
二
、
四
九
四

人

弘
前
市
選
挙
区

五
〇
、
四
一
四

人

八
戸
市
選
挙
区

六
五
、
一
九
〇

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
九
〇
三

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

二
〇
、
〇
五
〇

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
七
五
一

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
〇
三
九

人

む
つ
市
選
挙
区

二
二
、
一
四
八

人

つ
が
る
市
選
挙
区

一
〇
、
〇
二
四

人

平
川
市
選
挙
区

一
二
、
四
〇
三

人
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


